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国民生活や経済を持続可能とするために求められる荷主の行動変容

はじめに

トラックドライバーは、他の産業と比較して労

働時間が２割長く、賃金が１～２割低く、2024年

４月１日からの時間外労働時間の規制により輸送

能力が、2024年度には14％、2030年度には34％が

不足する可能性との発表から物流の2024年問題は

注目されることとなった。

その際に、宅配便の再配達問題にも言及された

ことから多くの生活者は、物が届かない世界をイ

メージし、ECでの注文が翌日に配達されない、あ

るいは以前のように店舗に足を運んで購入すれば

大きな影響を受けないのではと受け取った人も多

いと思う。実際には、物流における宅配便の占め

る割合はわずか数％しかなく、より多くの影響を

受けるのはB2Bの物流と言われている。しかも、完

成した製品の製造～卸～小売といった販売物流だ

けでなく、そもそも製品を製造するための原材料

や部品などの調達物流も影響を受けることとなり、

製品そのものが製造できなくなるとの状況をも招

きかねない。

例えば、自動車は約３万点の部品で構成されて

いると言われているが、その中の部品の一つでも

完成車の製造工場に届かなければ、自動車は完成

しない。また、一般的な小売だけでなく、例えば

病院等の医療機関においても医薬品や医療機器等

が、物流を利用して届けられており、物流が滞れ

ば医療現場も少なからず影響を受け、人の命や健

康にも関わる危険性も孕んでいる。

このように、ほとんどの産業や社会生活が、物

流に支えられていると言っても過言ではない。そ

のため、物流の2024年問題解決に向けた取り組み

として政府が公開した「物流革新に向けた政策パ

ッケージ」（以降、「政策パッケージ」と記載）で

は冒頭に以下の記載がなされている1)。

「物流は国民生活や経済を支える社会インフラで

あるが、担い手不足、カーボンニュートラルへの

対応など様々な課題。さらに、物流産業を魅力あ

る職場とするため、トラックドライバーの働き方

改革に関する法律が2024年４月から適用される一

方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。」

そして、想定される輸送力不足を回避し、持続

可能な物流を実現するためには、「トラックドライ

バーの適正な時間と適正な運賃・料金の収受を原

資とする適正な賃金の実現による労働環境の改善」

が不可欠とされている。

2024年４月１日を過ぎた

物流現場の状況

既に、2024年４月１日を過ぎて2026年を迎えて

いるが、その後の状況はどうだろうか。

2024年度には、輸送能力が14％不足するとの可

能性だったが、社会生活の中ではほとんどその影

響を感じてはいないのではないだろうか。

一方で、実際の物流の現場では、さまざまな影

響が発生しているとの調査結果がいくつか公開され

ている。例えば、経済産業省 北海道経済産業局が

2025年４月28日に公開した「物流の2024年問題によ

る輸送力不足の実態調査を実施しました ～輸送

を断られるなど輸送能力不足が一部顕在化～」2)

では、

「経済産業省では、物流の2024年問題による輸送

能力不足の実態を把握するための調査を本年（2025
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改善に向けた対策の実施状況

（労働時間の適正化）

それに対する対策として改正された「物資の流

通の効率化に関する法律」（以降「物流効率化法」

と表記）では、一部を除き2025年４月１日より施

行されている。その内容が以下の第２図の「荷主・

物流事業者等の判断基準等のポイント」（2025年４

月１日施行）に記載されている。

ここに記載されている①積載効率の向上等、②

荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮について

は、既に2023年６月２日に公開された政策パッケ

ージにも記載されており、重要な課題として認識

されているものの、現状ではまだまだ改善されて

いない状況だ。

例えば、第３図の「１.トラックドライバーの１

運行当たりの平均拘束時間に関する調査結果」で

は、2024年４月１日より、働き方改革関連法によ

るトラックドライバーの時間外労働時間の制限や

改正改善基準告示が施行されていることから、「ト

ラックドライバーの１運行当たりの平均拘束時間

は11時間46分であり、前回調査と比較して約40分

減少しており、 その主な要因は運転時間の減少（▲

年）２月に実施し、北海道内の74事業者から回答

を得た。

調査結果として、以下のことがわかった。 

• 半数以上の事業者が、ドライバーの時間外労働

が制限されることによる輸送能力不足は顕在化

していると考えている。 

• 全体の３割以上の事業者に輸送能力の不足を実

感した場面がある。 

• 全体の約１割の事業者が、トラックドライバー

の時間外労働が制限されていることを理由に、

貨物の輸送を断られたことがある。」

と報告している（第１図参照）。

特に北海道については以前より、輸送力不足の

影響が大きいとされており、既に物流現場では、

大きな影響が出ている。

その他にも、㈱NX総合研究所が、2025年10月31

日に「物流の2024年問題に関する追加調査（2025

年９月）」3)を、(公社)日本ロジスティクスシステム

協会（JILS）が、2025年５月13日に「物流2024年

問題の影響と現状に係る実態調査」4)を公開してい

る。

やはりこれらを見る限り、物流の現場では確実

に輸送力不足の影響が出ている状況だ。

第１図　物流の2024年問題による輸送力不足の実態調査結果①
（出典：経済産業省 北海道経済産業局　 

「物流の2024年問題による輸送力不足の実態調査を実施しました　 
～輸送を断られるなど輸送能力不足が一部顕在化～」p.5）
https://www.hkd.meti.go.jp/hoksc/20250428/survey.pdf　
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第２図　荷主・物流事業者等の判断基準等のポイント（2025年４月１日施行）
(出典：経済産業省説明会資料「新物効法の施行に向けた状況」p.5

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/250304_setsumeikai.pdf)

第３図　１.トラックドライバーの１運行当たりの平均拘束時間に関する調査結果
(出典：第17回 トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会（2024年12月25日）「国土交通省提出資料」p.1

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001854525.pdf)
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※：令和５年６月２日我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定

荷役等作業の現状を把握し、自らのオペレーショ

ンを見直すことが求められている。

改善に向けた対策の実施状況

（運送契約の書面化と適正な運賃・

料金収受による適正な賃金の実現）

また、今回の物流2024年問題で求められる「適

正な運賃・料金の収受を原資とする適正な賃金の

実現による労働環境の改善」は、どうなっている

だろうか。

まずは、その前提となる運送契約の書面化につ

いて、新物流２法のもう一方の「貨物自動車運送

事業法」（以降、「運送事業法」と表記）の改正により、

第４図の通り2025年４月１日より既に義務化され

ている。

この運送契約の書面化で重要なのは、提供する

役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチ

ャージ等を含む）等について記載した書面による

交付等を義務付けとしている点で、これまでの調

査では、「着荷主側が荷待ち、荷役等については、

約50分）。」と運送事業者の法令順守を前提とした

改善が進んでいるものの、一方で、「荷待ち時間と

荷役時間の合計については、前回と今回の調査結

果を比較すると、ほぼ横ばいとなっており、『物流

革新に向けた政策パッケージ』 ※で定めた目標値に

は到達していない。」と、長時間、低賃金労働の要

因となっている「荷待ち時間と荷役時間」につい

ては2020年度の３時間３分から、2024年度もほぼ

同じ３時間２分との調査結果となっている。

輸送能力を減らすことなくトラックドライバー

の労働時間の短縮を実現するための重要な施策と

して掲げられていた「荷待ち時間と荷役時間」に

ついては、物流効率化法の施行直前にもかかわら

ず、ほぼ改善が見られず、一方で時間外労働時間、

改正改善基準告示の制限により、輸送能力に直結

する運転時間が、約50分短縮となっており、この

調査結果からも輸送能力の不足が現実化している

との状況だ。

「荷待ち時間と荷役時間」については、運送事

業者だけの努力では改善されない。まずは、発着

荷主が、積極的に運送事業者と連携して、荷待ち、

第４図　トラック事業者の取引に対する規制的措置 １.書面交付関係
(出典：国土交通省「改正貨物自動車運送事業法の施行について」p.3

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001878514.pdf)
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に対し、2024年度は34％と大幅に下がっている。

こちらは、逆にn数が大幅に増えており、より実態

を表している可能性が高い。

運送契約の書面化は、荷役に対する対価の記載

を含めて2025年４月１日より、荷主、運送事業者

双方の義務化が実施される中で、とても間に合う

とは思えない状況であり、既に義務化されている

現時点においてもすべて対応済みとはなっていな

い状況だと思われる。

その現状の背景としては、以前から運送契約の

書面化の義務化に対して荷主の認識不足があると

言われており、2025年１月に(一社)近畿トラック協

会が公開した「物流の『2024年問題』に関するア

ンケート調査 （第二弾）調査結果」5)においても、

近畿圏内でのアンケート調査結果ではあるが、「契

約の書面化が進まない理由」の第一位として「１．

荷主が契約書面化の推進について知らない」（294

件、 25.8％）が挙げられている。

「運送契約の書面化は『法令対応』であると同時

に、荷主自らが自社の物流負荷とコスト構造を把

握する機会でもある。ここから先は、荷待ち・荷

発荷主が運賃に含めて支払っているはず」との前

提から追加の料金がかかるとの認識がなく、また

「発荷主は、荷待ち、荷役等については、それらを

含んだ運賃」との認識で、実際に発生した荷待ち、

役務等に係る料金の支払いが行われていない実態

があり、その状況を改善し、適正な運賃・料金を

収受するための仕組みとして法制化されている。

これらの運送契約の書面化についても、前述の

第17回 トラック輸送における取引環境・労働時間

改善中央協議会「国土交通省提出資料」に2-2.「物

流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物

流事業者の取組に関するガイドライン」の遵守状

況について（概要）として調査結果が掲載されて

いる。

この中で、運送契約の書面化の取り組み状況と

して発荷主での「すべて対応済み」は、2023年度

の41％に対し、2024年度は47％と６ポイント改善

されている（しかし、調査の対象件数であるn数が、

2024年度は減っており単純に改善されたとは言い

難い状況だ）。

一方で物流事業者側の数値は、2023年度の47％

第５図　2-2.「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」の
遵守状況について（概要）

（出典：第17回 トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会（2024年12月25日）「国土交通省提出資料」p.3　
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001854525.pdf）
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となり民法上の責任を負うこととなる。

現状のトラックドライバーの労働環境

現時点で、トラックドライバーの労働環境は改

善に向かっているのだろうか。

新物流２法の施行直前の状況では、前述の通り

トラックドライバーの拘束時間（労働時間）の内

訳では、荷待ち、荷役時間は削減されておらず、

輸送能力に直結する運転時間が約50分短くなって

いる。また、（公社）全日本トラック協会が、2025年

３月に公開した「物流の2024年問題対応状況調査

結果」9)では、運送事業者と荷主企業の双方へのア

ンケート調査を実施しており、運送事業者が「⑤

改正改善基準告示を守れない原因（複数回答）」と

して、「『運転時間の長い輸送を行っているから』

（48.0％）が最も多く、次に『荷待ち時間が長い、

荷待ち時間が生じることが多いから』（40.9％）、『荷

役作業の時間が長いから』（32.2％）と続く。」と

されている。

更に、「(27)収受が難しい料金（複数回答）」では、

標準的運賃が初めて告示された令和２年４月以降

でも、発注者（荷主・元請事業者）と交渉しても

収受が難しい料金について、『積込み・荷卸し料金』

が最も多く（47.3％）、次に「待機時間料金」（45.4

％）となっている（これ以外にも、さまざまなア

ンケート項目の調査が行われており、ぜひ積極的

に活用して欲しい）。

これでは、拘束時間（労働時間）は短くなったが、

輸送能力の減少による賃金の原資となる運賃収入

の減少となってしまっている。

運賃交渉の結果、運賃自体は改善されているも

のの、ほとんど対価を貰えていない荷待ち、荷役

作業時間を短縮するか、あるいは適正な料金を収

受しないと、トラックドライバーの時間や賃金の

問題は改善されない。

荷主に求められる行動変容（例）

• 関連法令の把握（新物流２法、トラック適正化

２法、取適法）

• 運送事業者と連携して、発着荷主で発生してい

る荷待ち、荷役作業の現状把握と改善に向けた

オペレーションの見直し

役作業を含めた業務プロセスの設計と実践するた

めの仕組みの整備が、荷主に求められる行動変容

となる。

運送契約の書面化と交付の義務化

運送契約の書面化について、運送事業法では荷

主と元請運送事業者とは相互交付、元請事業者か

ら実運送事業者までは、契約内容を交付すること

とされており、運賃以外の役務に対する対価も記

載することとなっている。

運送事業法では、罰則はないものの、運送事業

者は、「運送契約締結時の書面交付義務関係等に係

る処分基準の追加」がされており既に行政処分の

対象となっている6)。

一方で、荷主については下請法が改正され「中

小受託取引適正化法」（以降、「取適法」と表記）

として、2025年５月23日に公布、2026年１月１日

に既に施行されており、これまで下請法の対象外

であった「物品の運送の委託」を新たな規制対象

に追加しており、更に適用基準として従来の資本

金だけでなく、従業員数も加えられている。　

そして従来の下請法の「三条書面」は、取適法

では「四条書面（明示）」となり、発注内容の明示

が求められており、これに違反すると罰則を受け

る可能性がある7)。

また、物流効率化法の荷主の判断基準において

も着荷主で発生する荷役作業等の費用について言

及されている。

「運送役務の内容その他の事情に応じた価格の設

定をすることその他の措置により、関係事業者が

貨物の運送に関する費用を把握することができる

ようにすること。」（実効性の確保）8)

運送契約において役務に対する対価が記載され

ることで、実運送事業者が発着荷主で発生した荷

待ち、荷役等の料金を、元請運送事業者を経由し

て運送契約の締結先である発荷主に請求すること

になる。そして、発荷主は、着荷主に対して発生

した料金を請求することとなるからだ。そのため

にも、着荷主もその役務がいくらかかるかを認識

しておく必要があるための規定だ。また、運送契

約に荷役に対する対価の記載があり、実際に荷待

ちや役務提供が発生したにもかかわらず、発荷主

が適正な料金を支払わない場合には、債務不履行

N2512-11.indd   52N2512-11.indd   52 2026/1/16   20:07:002026/1/16   20:07:00



532026.02／L&A Network

国民生活や経済を持続可能とするために求められる荷主の行動変容

状況だ。

現役のトラックドライバーの中には、これまで

通りもっと働かせろとの声もあるが、トラックを

運転して貨物を安全、確実に届けるという大きな

責任を担って働いているにもかかわらず他の産業

と比較して労働時間は２割多く、しかも賃金が１

～２割低いとの労働条件に対して、今後新たな人

材が就労してくれるだろうか（第６図の有効求人

倍率が全産業の約２倍）。

「トラックドライバーの適正な時間と適正な運

賃・料金の収受を原資とする適正な賃金の実現に

よる労働環境の改善」が行われない限り日本に未

来はない。

発着荷主事業者、運送事業者双方の積極的な行

動変容が今、問われている。
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おわりに

第６図にあるように2024年度のトラックドライ

バーの長時間労働と低賃金は全産業との比較では

ほとんど改善されておらず、更に差が開いている

第６図　トラック運送事業の働き方を巡る現状
（出典：国土交通省「物流を取り巻く動向と物流施策の現状・課題」p.1　
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001888325.pdf）
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